
新旧対照表（横浜市上郷・森の家条例施行規則の一部改正） 
 

改正前 改正後 
   （第１条省略） 

 

（※ 新設） 

  

 

 

 

 

 

 

 

（指定管理者の公募） 

第２条 （本文省略） 

 

 （指定申請書の提出等） 

第３条 （第１項省略） 

２ 前項の申請書には、条例第５条第３項 

に規定する事業計画書及び次に掲げる書 

類を添付しなければならない。 

（第１号から第３号まで省略） 

(4) 横浜市上郷・森の家の管理に関する

業務の収支予算書 

   （第５号省略） 

 

（※ 新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   （第１条省略） 

 

（開館時間等） 

第２条 横浜市上郷・森の家（以下「森の

家」という。）は、市長が特に休館する必

要があると認める場合を除き、開館する

ものとする。 

２ 条例第３条各号に掲げる施設の利用時

間は、指定管理者が市長の承認を得て定

める。 

 

 （指定管理者の公募） 

第３条 （本文省略） 

 

（指定申請書の提出等） 

第４条 （第１項省略） 

２ 前項の申請書には、条例第５条第３項 

に規定する事業計画書及び次に掲げる書 

類を添付しなければならない。 

（第１号から第３号まで省略） 

(4) 森の家の管理に関する業務の収支予

算書 

   （第５号省略） 

 

（利用の許可の申請等） 

第５条 条例第８条第１項の規定により宿

泊室、集会室又は野外炊事場の利用の許

可を受けようとする者は、次の各号に掲

げる事項を明示し、利用許可申請書の提

出その他指定管理者が定める方法によ

り、指定管理者に申請しなければならな

い。 

(1) 申請者名 

(2) 連絡先 

(3) 利用施設の種別、利用日時及び利用

人数 

(4) その他指定管理者が必要と認める



 

 

 

（※ 新設） 

 

 

 

 

（※ 新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（※ 新設） 

  

 

 

 

 

 

 

 

事項 

２ 前項の規定による申請の受付は、指定

管理者が定める日から行うものとする。 

 

（利用料金の後納） 

第６条 条例第９条第３項ただし書に規定

する規則で定める場合は、国又は地方公

共団体が利用する場合とする。 

 

（利用料金の減免） 

第７条 条例第 10 条に規定する規則で定

める場合は次の各号に掲げるとおりと

し、免除する利用料金の額は当該各号に

定めるとおりとする。 

(1) 身体障害者福祉法（昭和 24 年法律第

283 号）第 15 条第４項の規定により身

体障害者手帳の交付を受けている者、児

童福祉法（昭和 22 年法律第 164 号）第

12 条第１項に規定する児童相談所又は

知的障害者福祉法（昭和 35 年法律第 37

号）第 12 条第１項に規定する知的障害

者更生相談所において知的障害と判定

を受けた者及び精神保健及び精神障害

者福祉に関する法律（昭和 25 年法律第

123 号）第 45 条第２項の規定により精

神障害者保健福祉手帳の交付を受けて

いる者が駐車場を利用する場合 利用

料金の全額 

(2) 本市が主催し、又は共催する行事又

は事業のために利用する場合 利用料

金の全額 

 

（利用料金の返還） 

第８条 条例第 11 条ただし書に規定する

規則で定める場合は、次の表の左欄に掲

げる施設の種別ごとに条例第８条第１項

の規定により利用の許可を受けた者（以

下「利用者」という。）が同表の中欄に掲

げる要件に該当する場合とし、返還する

利用料金の額は、同表の右欄に定めると



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

おりとする。この場合において、その額

に 10 円未満の端数があるときは、その端

数金額を切り捨てる。 

種別 要件 返還額 

宿泊室、集会

室、野外炊事

場 

利用者の責めに帰す

ることができない事

由により施設の利用

ができなくなった場

合 

既納の利用料

金の全額 

学校教育法（昭和 22

年法律第 26 号）第１

条に規定する学校の

うち、横浜市立の小学

校、中学校、義務教育

学校若しくは特別支

援学校又は神奈川県

立の特別支援学校そ

の他指定管理者が認

めるものに在学する

者の体験学習等の正

規の教育課程のため

に、当該学校の長が利

用の許可を受け、か

つ、利用日の前日まで

に利用の許可の取消

しを申し出た場合 

宿泊室（屋内

に設けられ

ているもの

に限る。）、集

会室 

利用日の 31 日前まで

に利用の許可の取消

しを申し出た場合 

既納の利用料

金の全額 

利用人数が 14 名以下

であり、かつ、利用日

の 30日前から 16日前

までに利用の許可の

取消しを申し出た場

合 

利用人数が８名以下

であり、かつ、利用日

の 15 日前から６日前

までに利用の許可の

取消しを申し出た場

合 

利用人数が 15 名以上

であり、かつ、利用日

の 30 日前から６日前

までに利用の許可の

取消しを申し出た場

合 

既納の利用料

金の９割 

利用人数が９名以上

14 名以下であり、か

つ、利用日の 15 日前

から６日前までに利

用の許可の取消しを

申し出た場合 

利用日の５日前から

２日前までに利用の

許可の取消しを申し

出た場合 

利用日の前日までに

利用の許可の取消し

を申し出た場合 

既納の利用料

金の５割 

宿泊室（屋内 利用日の８日前まで 既納の利用料



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                

（委任） 

第４条 （本文省略） 

 

別記様式（第３条第１項） 

（様式省略） 

に設けられ

ているもの

を除く。）、野

外炊事場 

に利用の許可の取消

しを申し出た場合 

金の全額 

利用日の７日前まで

に利用の許可の取消

しを申し出た場合 

既納の利用料

金の８割 

利用日の６日前まで

に利用の許可の取消

しを申し出た場合 

既納の利用料

金の７割 

利用日の５日前まで

に利用の許可の取消

しを申し出た場合 

既納の利用料

金の６割 

利用日の４日前まで

に利用の許可の取消

しを申し出た場合 

既納の利用料 

金の５割 

利用日の３日前まで

に利用の許可の取消

しを申し出た場合 

既納の利用料

金の４割 

利用日の２日前まで

に利用の許可の取消

しを申し出た場合 

既納の利用料

金の３割 

利用日の前日までに

利用の許可の取消し

を申し出た場合 

既納の利用料

金の２割 

（備考） 

この表における利用の許可の取消しに係る申出

は、電話による場合は午前９時 30 分から午後５時 30

分まで、その他の方法による場合は終日受け付ける

ものとする。 

 

（委任） 

第９条 （本文省略） 

 

別記様式（第４条第１項） 

   （様式省略） 

 


